
2017年12月27日

Financial 
services tax 
alert
EY税理士法人

平成30年度税制改正
金融関連税制

2017年12月14日に自由民主党・公明党より平成30年度税制改正大綱が公表さ
れました。

今回の税制改正大綱においては、「生産性革命」「人づくり革命」「働き方改革」とい
ったキーワードに代表されるように、政府主導で持続的な経済成長、経済社会シス
テムの大改革へ取り組んでいくという強い志向に基づいた税制が策定されるとと
もに、引き続き、BEPS（Base Erosion and Profit Shifting： 税源浸食と利益移転）
プロジェクトの合意事項に基づく国際課税ルールの制度の整備を踏まえた税制の
見直しが反映されています。

具体的には、賃上げ・生産性向上のための法人課税の減税措置、恒久的施設関連規
定や外国子会社合算税制等といった国際課税制度の見直しなど、企業の課税所得
や租税負担に対する影響が大きい改正項目が予定されています。

また、金融・証券税制では、証券投資信託等に係る外国税額控除の見直し、無券面
の有価証券等の譲渡に係る消費税の取扱いなど、金融機関のビジネスに直接的な
影響を及ぼす改正が含まれていることから、今後明らかにされる取扱いの詳細等
について留意する必要があります。

本アラートでは、平成30年度税制改正大綱のうち、金融関連税制と金融機関に特
有の主な改正点について解説します。
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1. NISA（非課税口座内の少額上場株式等
に係る配当所得及び譲渡所得等の非課
税措置）の利便性の向上に関する措置

（1） NISA口座の開設手続の見直し
2014年にNISAが創設されて以降、口座開設数が増加し
ている一方で、口座開設以降一度も買付が行われていな
い口座も相当数あり、税務署での二重口座の確認手続等
に時間がかかることで、口座開設の際に即座に買付がで
きないという障害が生じています。今回の改正では、上記
のような背景を踏まえ、次の措置が講じられます。

① 非課税適用確認書の添付を要しない非課税口座簡易
開設届出書の提出

非課税口座の開設をしようとする居住者等は、金融商
品取引業者等に対し、非課税適用確認書を添付しない
非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとされ
ます（現行制度上は非課税適用確認書等所定の書類の
添付が必要）。

当該届出書の提出を受けた金融商品取引業者等は、
その営業所に非課税口座を開設するとともに、当該届
出書に記載された事項（届出事項）を、速やかに当該 
営業所の所在地の所轄税務署長に提供することとされ
ます。

② 所轄税務署長による確認

上記①の届出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当
該届出書の提出をした者につき、当該金融商品取引業
者等における非課税口座の開設が適当か否かを、口座
開設後に当該金融商品取引業者等に提供することとさ
れます。

なお、上記の改正は、2019年1月1日以後に非課税口
座簡易開設届出書が提出される場合について適用され 
ます。

（2） NISAにおける非課税期間終了時の対応
現行制度上、NISA口座で投資後5年経過し、非課税期間
が終了した後、引き続き非課税枠を使って投資を行うこと
ができますが、それを希望しない場合は、NISA口座で保
有していた上場株式等が課税口座へ移管されます。また、
課税口座には、特定口座と一般口座がありますが、特に意
思表示をしない限り一般口座に移管されます。

特定口座の場合は、金融機関が源泉徴収を行い、また年
間取引報告書を作成することとなっています（確定申告も
可能）。しかしながら、一般口座の場合は、個人投資家自ら
確定申告する必要があり、また、一般口座から特定口座へ
の移管はできないこととなっているため、個人投資家の利
便性向上が課題となっていました。

今回の改正で、非課税口座内上場株式等は、非課税期間
終了時（NISA・ジュニアNISAの場合は5年、つみたてNISA
の場合は20年を経過時）に、原則として、特定口座に移管
されることとなり、課税口座への移管に気付かない個人
投資家の申告漏れを回避する手当てがなされることとな
ります。

NISAのさらなる普及・促進を図る観点から、金融商品取引業
者等においても、改正のタイミングを踏まえ、新制度へ移行
するための事務手続等の整備や、運用体制の構築・整備等の
対応が必要になることが想定されます。

2. 特定口座に関する見直し
（1） 特定口座で受入可能な上場株式等の範囲の 

拡大
特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲
に、一定の譲渡制限付株式である上場株式等が加えられ
ます。

当該譲渡制限付株式の例としては、いわゆるリストリクテ
ッドストック（主に役員報酬として支給される、一定期間譲
渡が制限される株式）が想定されており、制限解除後には
特定口座内での譲渡が可能となります。

（2） 上場会社から金融商品取引業者等への通知
義務
特定口座で管理されている上場株式等を発行した法人
が、分割型分割等を行った場合には、当該特定口座が開設
されている金融商品取引業者等に対し、当該上場株式等
の取得価額等に必要な情報を通知しなければならないこ
ととされます。

これは、金融商品取引業者等が適切に、上場株式等の取
得原価の管理・把握や源泉徴収義務を果たせるように手
当てされたものです。
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3. 証券投資信託等に係る外国税額控除の
見直し

（1） 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の
特例
証券投資信託や投資法人等が保有する外国株式の配当
等について、二重課税排除の制度が見直されます。具体
的には、下記の区分に応じ、証券会社等（支払の取扱者）
が源泉徴収する所得税の額から、外国所得税の額（当該
所得税の額に当該上場株式等の外貨建資産への運用割
合を乗じた額が限度）を控除することとなります。また、控
除された外国所得税の額に相当する金額は、確定申告の
際、他の配当等に係るその年分の所得税の額から控除さ
れます。

イ 集団投資信託の収益の分配

その集団投資信託の信託財産について納付した外国
所得税の額のうち、当該収益の分配に対応する部分 
の額

ロ 特定目的会社の利益の配当

その特定目的会社が納付した外国法人税の額のうち、
当該利益の配当に対応する部分の額

ハ 投資法人の投資口の配当等

その投資法人が納付した外国法人税の額のうち、当該
配当等に対応する部分の額

ニ 特定目的信託の受益権の剰余金の配当

その特定目的信託の信託財産について納付した外国
法人税の額のうち、当該剰余金の配当に対応する部分
の額

（2） 信託財産に係る利子等の課税の特例等
現行税制においても、信託銀行等が集団投資信託（証券
投資信託など）の収益の分配金を支払う際に、その分配
金につき源泉徴収する所得税から、外国所得税の金額を
控除する制度がありますが、上記（1）に対応して、控除す
る外国所得税の金額に上限額を設ける措置が講じられ 
ます。

また、受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させる
ことを目的とする証券投資信託（マザーファンド）の信託
財産について納付した所得税（外国所得税を含みます）の
額は、ベビーファンドの収益の分配に係る所得税の額から
控除することとされていますが、現行税制上、このベビー
ファンドは公募に限られているため、私募のものについて
も控除の対象とすることとされます。

（3） 投資法人・特定目的会社の利益の配当に係る 
改正
投資法人・特定目的会社の利益の配当等についても、当
該配当の支払を受ける者がその支払を受ける配当の額に
係る源泉徴収税額は、上記（1）ロ及びハにより控除できる
外国法人税の額に相当する金額を控除した後の金額とさ
れます。

上記（1）から（3）の改正は、金融商品取引業者等の実務対応上
の負担等を考慮し、2020年1月1日以後に支払われる配当等に
ついて適用することとされます。

また、上記は国税（所得税及び復興特別所得税）に係る見直し
であり、地方税は対象外となっています。

証券投資信託等の信託財産に外国株式等が含まれていた
場合に、その配当等に対して課された外国所得税は、証券
投資信託等の収益の分配金に係る所得税の額から控除す
ることにより、二重課税を調整することとされていました
が、2010年1月以降、証券投資信託等の収益の分配金に係
る所得税の源泉徴収義務者が、信託銀行から証券会社等の
支払の取扱者へと変更されたことに伴い、実務上、その調整
が困難となっていました。今般の改正で、支払の取扱者レベ
ルでの調整が可能となり、二重課税による弊害が緩和される
こととなります。

なお、上記の措置に係る実務的な手続きについては、詳細が
明らかになっていません。基本的に、特定口座の場合は源泉
徴収で完結するように手当てされることが想定されますが、
その他、所得税確定申告の場合の新たな外国税額控除の仕
組み等を含め、今後制定される詳細な取扱いを確認する必
要があります。

4. 賃上げ・生産性向上のための税制
政府が掲げる「生産性革命」の実現へ向けた措置の1つとし
て、2020年までの3年間を集中投資期間とし、その間に生産
性向上のための国内設備投資や人材投資等を行った企業に対
して法人税減税の恩典が与えられることとなります。当該税制
措置の全般に係る詳細については、2017年12月27日付、EY 
Japan tax newsletter「平成30年度税制改正大綱」をご参照
ください。以下では、今回の改正の概要を紹介します。

（1） 所得拡大促進税制の改組
現行の所得拡大促進税制が改組され、2018年4月1日か
ら2021年3月31日までの間に開始する各事業年度にお
いて、現行の給与額に関連する適用要件に、設備投資に
係る要件が追加され、最大で法人税額の20%まで税額控
除が可能となります。

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20171227.html
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20171227.html


4 |  Financial services tax alert   2017年12月27日

（2） 情報連携投資等の促進に係る税制の創設
生産性向上の実現のため、臨時措置法（仮称）の革新的 
データ活用計画（仮称）の認定を受けた青色申告法人が、
同法の施行日から2021年3月31日までの間に、情報連
携利活用設備（取得価額合計が5,000万円以上）の取得
をした場合には、その取得価額の30%特別償却とその 
取得価額の5%税額控除との選択適用ができることとされ
ます。

（3） 租税特別措置法上の税額控除制度の適用要件
の見直し
大企業に対しては、設備・人材への投資及び所得が前事業
年度を下回る場合に、研究開発税制等の恩典が制限され
ることとなりますので、注意が必要です。

5. 外国子会社合算税制等の見直し
平成29年度税制改正にて、タックスヘイブン対策税制の見直し
が行われましたが、海外の様々な金融ビジネスの実態を踏まえ
てさらなる検討が必要であるとのことから、下記の措置が講じ
られることとなります。

（1） 金融持株会社に関する経済活動基準の適用
外国金融子会社等の事業実態を踏まえ、株式等の保有を
主たる事業とする外国金融子会社等に相当する金融持株
会社については、事業基準を満たすこととするとされます
（現行制度上は、収益性の向上に資する統括業務を行う
場合に事業基準を充足するとされています）。

（2） 外国金融子会社等に該当する保険子会社の 
要件
英国ロイズ市場など、現地の法令に従って保険業務の機
能を分離して設立された各保険子会社が一体となって保
険業を営む場合には、これらを一体として外国金融子会
社等の該当要件の判定を行うこととされます（英国ロイズ
市場における保険引受子会社と管理運営子会社、英国ロ
イズ市場以外での保険委託者と保険受託者など）。

（3） 外国金融子会社等に該当する外国金融持株 
会社の要件
金融持株会社の傘下には、買収した金融グループの持株
会社など純粋な金融機関以外の法人が含まれることもあ
り、そのような場合に外国金融子会社等に該当しなくなる
ことを避けるため、総資産の帳簿価額における外国金融
機関等の株式等の帳簿価額の占める割合が75%を超え
る旨の要件について、下記の2つの要件に見直されます。

（a）

（i） ÷ （ii） ＞ 75%
（i）： その有する外国金融機関、他の外国金融持株会社、一定

の中間持株会社及び一定の従属関連業務子会社の株式
等の帳簿価額の合計額

（ii）： その総資産の額から外国金融機関、他の外国金融
持株会社、一定の中間持株会社及び一定の従属関連業務
子会社に対する貸付金の額を控除した残額

（b）

（iii） ÷ （iv） ＞ 50%
（iii）： その有する外国金融機関、他の外国金融持株会社

及び一定の中間持株会社の株式等の帳簿価額の合計額
（iv）： 総資産の額から外国金融機関、他の外国金融持株

会社及び一定の中間持株会社に対する貸付金の額を控除
した残額

（4） 外国金融機関に対する出資規制がある場合の
外国金融持株会社の判定
金融機関が海外へ進出した場合に、現地の出資規制によ
っては、株式を50%超保有できないケースがあります。今
回の改正では、そのような状況を踏まえ、出資規制により
50%超を保有しないケースでも、一定の要件を満たす場
合には、外国金融持株会社の要件を満たすような措置が
取られます。

平成29年度税制改正で、一定の金融子会社等に該当する
場合には受動的所得を合算対象外とする取扱いが講じられ
ましたが、金融機関のビジネス実態を踏まえ、今回の改正
で、受動的所得が合算対象外となる金融子会社等の範囲が
見直されました。2018年4月からの新制度導入へ向けて、
申告実務へ対応できるよう早めの準備が必要です。

6. 無券面の有価証券等の譲渡に係る消費
税の内外判定

消費税法上、資産の譲渡が国内で行われた場合には消費税の
対象となります。また、有価証券等の譲渡が国内において行わ
れたかどうかの判定（内外判定）にあたっては、その譲渡の時に
おいて、金融商品取引法上の有価証券については当該有価証
券が所在していた場所、登録国債については登録国債の登録を
した機関の所在地に基づくこととされています。1

一方、無券面の有価証券等の譲渡に関する取扱いが現行法令
上必ずしも明確になっていないため、納税者に混乱が生じてい
ました。今回の改正により、次のような判定基準が設けられるこ
ととなります。

① 振替機関等（振替機関又はこれに類する外国の機関）が取り
扱う有価証券等： 振替機関等の所在地

② ①以外： 当該有価証券等に係る法人の本店等の所在地

1 消費税法施行令第6条第1項9号イ及びロ
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有価証券のペーパーレス化、決済制度の高度化が進んでい
る状況を踏まえ、今回の改正で、消費税法における有価証券
等（株式、債券、投資信託の受益権など）の譲渡に係る取扱
いが明確化されます。「振替機関等」の定義や「有価証券等」
の範囲、そして振替機関等がない場合の所在地の考え方に
ついては、今後明らかにされる取扱いの内容に留意する必
要があります。

7. 恒久的施設（PE）の定義の見直し
PEをめぐる国際的な動向に関しては、2015年10月のBEPS行
動7の最終報告書を踏まえ、OECDモデル条約におけるPE関連
の規定が2017年11月に改訂されました。また、2017年6月に
はＰＥ認定の人為的回避防止措置を盛り込んだ、BEPS防止措
置実施条約（MLI2）に68カ国が合意し、日本も2017年6月に署
名しています。

今回の改正では、このような国際的な動向に合わせた見直しが
行われます。

PEの見直し全般に係る詳細については、2017年12月27日
付、EY Japan tax newsletter「平成30年度税制改正大綱」を
ご参照ください。以下では、主に現行の税制との比較を行うと
ともに、想定される金融機関への影響について紹介します。

（1） 代理人PEに関する規定の見直し
現行の代理人PE規定 平成30年度税制改正大綱

次の①から③に掲げる非居住者又は
外国法人（非居住者等）。ただし、独立
代理人を除く
① 非居住者等のために、その事業に
関し一定の契約を締結する権限を
有し、かつ、これを継続的に又は反
復して行使する者
（同業者代理人を除く）

左記に「その事業に関し反復して契
約を締結し、又は一定の契約の締結
のために反復して主要な役割を果た
す者で、これらの契約が非居住者等
の資産の所有権の移転等に関する契
約である場合における当該者」を加
える。
また、同業者代理人に関する措置を
廃止する

② 在庫保有代理人 削除
③ 注文取得代理人 削除
（独立代理人）
その者が、その事業に係る業務を、上
記の非居住者等に対し独立して行い、
かつ、通常の方法により行う者3

独立代理人の範囲から、「専ら又は主
として一又は二以上の自己と密接に
関連する者（50%超の資本関係にあ
る者）に代わって行動する者」を除外
する

今回の改正の内容は、OECDモデル条約の改訂を反映した
ものとなっており、金融関連ビジネスへの適用という観点で
は、今後整理が進められていくものと想定されます。

例えば、ファンドについては、平成20年度税制改正に導入さ
れた独立代理人規定を踏まえ、「国内の投資運用業者に係
る独立代理人の判定における法的独立性に関するQ&A」等
が金融庁より公表されていますが4、今回の改正を受けて当
該Q&A等の内容にどのように波及するのかなど、今後の動
向に注意が必要です。

（2） 外国組合員に対する課税の特例の改組
租税条約の適用に伴い、PEを有するものとして取扱われ
ることになる可能性が生じるため、従前の課税関係に影
響を与えないように、PE帰属所得（投資組合契約に基づ
いて行う事業に係るPEに帰せられる一定のものに限りま
す。）に対する所得税及び法人税を非課税とする措置がと
られます。

なお、上記の改正は、2019年分以後の所得税及び2019年1月
1日以後に開始する事業年度分の法人税（地方税も同様）につ
いて適用されます。

8. 一般社団法人等に関する相続税・贈与税
の見直し

（1） 一般社団法人等に対して贈与等があった場合
の贈与税等の課税の見直し
現行税制上、個人から一般社団法人等に対して財産の贈
与等があった場合、贈与税等の負担が不当に減少する結
果とならないものについては、非課税とされています。今
般の改正では、この非課税となるための要件（役員等に占
める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定め
があること等）のうちいずれかを満たさない場合に贈与
税等が課税されることとし、規定を明確化することとされ
ました。

2 “Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting“
3 一般的には法的独立性及び経済的独立性並びに通常業務性の3要件を充足する者といわれています。
4 http://www.fsa.go.jp/news/19/sonota/20080627-3.html

https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/japan-tax-alert-20171227.html
http://www.fsa.go.jp/news/19/sonota/20080627-3.html
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（2） 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等（特
定一般社団法人等）の役員が死亡した場合には、当該特
定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産
額をその死亡の時における同族役員（被相続人を含む）
の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続
人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般
社団法人等に相続税を課税することとされます。

① 相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占
める割合が50%を超えること。

② 相続開始前５年以内において、同族役員数の総役員数
に占める割合が50%を超える期間の合計が３年以上
であること。

上記（1）及び（2）の改正は、2018年4月1日以後の一般社団法
人等の役員の死亡に係る相続税について適用することとされ
ます（一定の経過措置があります）。

一般社団法人等は持分という概念がありません。個人が所
有する財産を一般社団法人等に保有させると、その財産は
誰のものでもないということになりますので、将来において
当該個人に相続が発生した場合であっても、相続税の課税
対象から除外されることとなります。このような課税上の取
扱いを利用した過度な相続税対策が問題視されています
が、今回の改正により、制度趣旨に反するような一般社団法
人等の利用に歯止めがかかることが期待されています。

9. その他
（1） 不動産関連法人の判定時期の見直し

非居住者又は外国法人に係る不動産関連法人の株式等
譲渡益課税について、2017年11月のOECDモデル条約
の改訂を踏まえ、適用対象となる株式等の判定時期が、現
行の「譲渡事業年度開始の日の前日」から、「株式等の譲
渡の日前365日以内のいずれかの時」とされます。

この改正は、2019年分以後の所得税及び2018年4月 
1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用さ
れます。

（2） 店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の
非課税制度の適用期限延長
店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税制度
は、2018年3月31日までの時限措置とされていますが、
今回の改正で、国内金融機関等が引き続きクロスボー 
ダーの店頭デリバティブ取引を円滑に行えるよう、安定し
た取引環境の整備を図る観点から、適用期限が3年延長
されることとなります。

（3） 預金保険機構から委託を受けた金融機関等が
支払う休眠預金等代替金の利子
2019年1月より休眠預金等活用法5が施行されることに
伴い、金融機関等が支払う休眠預金等代替金の利子相当
部分について、当該金融機関等を道府県民税利子割の特
別徴収義務者とするための所要の措置が講じられます。

（4） 投資法人の導管性要件における支払配当要件
の緩和
現行制度上、投資法人においては、配当可能利益（税引前
当期純利益から一定の項目を控除したもの）の90%超を
配当として支払うことを条件に、配当等の額の損金算入が
認められています。国外不動産への投資も視野に入れた
不動産証券化市場の活性化を図る観点から、今回の改正
により、この条件における配当可能利益の額は、会計処理
等に係る関係法令の改正を前提に、その投資法人が納付
した外国法人税額等の控除後の額とされます。

（5） ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等
の適用開始時期の見直し
繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における特別な有効
性判定方法等について、所定の提出期限内に申請するこ
とにより、承認申請書に記載された適用を受けようとする
最初の事業年度から適用できることとされます。これによ
り、金融機関等にとってはそのリスク管理の実態に見合っ
た取扱いが可能となるとともに、税務申告に係る実務負
担を軽減する効果も期待されます。

（6） 長期割賦販売等の延払基準の選択制度の廃止
収益認識に関する会計基準の見直しが見込まれることに
伴い、法人税法、消費税法ともに、長期割賦販売等に該当
する資産の販売等について延払基準により収益の額及び
費用の額を計算する選択制度が廃止されることとなりま
す。なお、ファイナンス・リース取引については除外するこ
ととされます。

5 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成28年12月9日法律第101号）
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（7） 預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等
の特例の手続簡素化
預貯金通帳等については、毎年の承認申請により、4月 
1日現在の預貯金口座の数によって申告納税するという
簡便な納付方法が認められていますが、承認申請書の 
再提出を不要とすることで、事務手続きの簡素化が図ら
れます。

10.  おわりに
本アラートでは、平成30年度税制改正大綱のうち、金融関連
税制と金融機関に特有の主な改正点について紹介しました。ま
た、今回は改正の対象とはなりませんでしたが、今後の検討事
項として、デリバティブを含む金融所得課税のさらなる一体化
や、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税のあり方
なども引き続き議論されます。

改正の詳細について、今後公表される法令等を確認し、適切に
管理対応するとともに、今後の検討事項に関しても、継続して
注視していくことが重要です。
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